
 

参考11  関 係 法 規       

 Reference 11.  Laws Related to the 2010 Population Census of Japan 

（1） 統計法（平成19年法律第53号）（抄） 

（定義） 

第二条 略 

２・３ 略 

４ この法律において「基幹統計」とは，次の各号のいずれかに該当する統計をいう。 

一 第五条第一項に規定する国勢統計 

 二・三 略 

５ 略 

６ この法律において「基幹統計調査」とは，基幹統計の作成を目的とする統計調査を

いう。 

７～12 略 

 （国勢統計） 

第五条 総務大臣は，本邦に居住している者として政令で定める者について，人及び世

帯に関する全数調査を行い，これに基づく統計（以下この条において「国勢統計」と

いう。）を作成しなければならない。  

２ 総務大臣は，前項に規定する全数調査（以下「国勢調査」という。）を十年ごとに

行い，国勢統計を作成しなければならない。ただし，当該国勢調査を行った年から五

年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い，国勢統計を作成するものとす

る。  

３ 総務大臣は，前項に定めるもののほか，必要があると認めるときは，臨時の国勢調

査を行い，国勢統計を作成することができる。 

（基幹統計の公表等） 

第八条 行政機関の長は，基幹統計を作成したときは，速やかに，当該基幹統計及び基

幹統計に関し政令で定める事項を，インターネットの利用その他の適切な方法により

公表しなければならない。 

２ 行政機関の長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ，当該

基幹統計の公表期日及び公表方法を定め，インターネットの利用その他の適切な方法

により公表するものとする。 

３ 行政機関の長は，国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができる

よう，当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。 
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（基幹統計調査の承認） 

第九条 行政機関の長は，基幹統計調査を行おうとするときは，あらかじめ，総務大臣

の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする行政機関の長は，次に掲げる事項を記載した申請書を

総務大臣に提出しなければならない。 

一 調査の名称及び目的 

二 調査対象の範囲 

三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

四 報告を求める者 

五 報告を求めるために用いる方法 

六 報告を求める期間 

七 集計事項 

八 調査結果の公表の方法及び期日 

九 使用する統計基準その他総務省令で定める事項 

３ 前項の申請書には，調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 

４ 総務大臣は，第一項の承認の申請があったときは，統計委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし，統計委員会が軽微な事項と認めるものについては，この限りで

ない。 

（報告義務）  

第十三条 行政機関の長は，第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合に

は，基幹統計の作成のために必要な事項について，個人又は法人その他の団体に対し

報告を求めることができる。 

２ 前項の規定により報告を求められた者は，これを拒み，又は虚偽の報告をしてはな

らない。  

３ 第一項の規定により報告を求められた者が，未成年者（営業に関し成年者と同一の

行為能力を有する者を除く。）又は成年被後見人である場合においては，その法定代

理人が本人に代わって報告する義務を負う。  

（統計調査員）  

第十四条 行政機関の長は，その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは，統

計調査員を置くことができる。  

（立入検査等）  

第十五条 行政機関の長は，その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があ

ると認めるときは，当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し，その報告に関し

- 728 -



 

資料の提出を求め，又はその統計調査員その他の職員に，必要な場所に立ち入り，帳

簿，書類その他の物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。  

２ 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は，その身分を示す証明

書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（地方公共団体が処理する事務）  

第十六条 基幹統計調査に関する事務の一部は，政令で定めるところにより，地方公共

団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。 

（基幹統計調査と誤認させる調査の禁止） 

第十七条 何人も，国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させ

るような表示又は説明をすることにより，当該求めに対する報告として，個人又は法

人その他の団体の情報を取得してはならない。  

（命令への委任）  

第十八条 この法律に定めるもののほか，基幹統計調査の実施に関し必要な事項は，命

令で定める。 

（協力の要請）  

第二十九条 行政機関の長は，他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることによ

り正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査における被調査者の負担の軽減に相当程

度寄与すると認めるときは，当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し，その

提供を求めることができる。この場合において，行政記録情報の提供を求める行政機

関の長は，当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し，利用目的その他の政令

で定める事項を明示しなければならない。  

２ 行政機関の長は，前項に定めるもののほか，基幹統計調査を円滑に行うためその他

基幹統計を作成するため必要があると認めるときは，他の行政機関の長に対し，調査，

報告その他の協力を求めることができる。  

第三十条 行政機関の長は，前条に定めるもののほか，基幹統計調査を円滑に行うため

その他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは，地方公共団体の長その他

の関係者に対し，協力を求めることができる。 

（守秘義務）  

第四十一条 次の各号に掲げる者は，当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は
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法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 

一～六 略 

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は，二年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。  

一 第十七条の規定に違反して，国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めである

と人を誤認させるような表示又は説明をすることにより，当該求めに対する報告と

して，個人又は法人その他の団体の情報を取得した者  

二 第四十一条の規定に違反して，その業務に関して知り得た個人又は法人その他の

団体の秘密を漏らした者  

三 略 

（罰則） 

第五十九条 第四十一条各号に掲げる者が，その取り扱う同条各号に規定する情報を，

自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，一年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

２ 略 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は，六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者 

二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為

をした者  

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は，五十万円以下の罰金に処する。  

一 第十三条の規定に違反して，基幹統計調査の報告を拒み，又は虚偽の報告をした者 

二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず，若しくは虚偽の資料を提出し，

又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは同項の規定に

よる質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をした者  

三 略 

附則 抄 

（ 初の国勢調査の実施時期） 

第四条 新法第五条第二項本文の規定による 初の国勢調査は，平成二十二年に行うも

のとする。 
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（2） 国勢調査令（昭和55年政令第98号） 

内閣は，統計法（昭和二十二年法律第十八号）第三条第二項，第十二条第二項及び第

十八条の規定に基づき，並びに同法を実施するため，この政令を制定する。 

（趣旨） 

第一条 統計法（平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。）第五条第二項の規

定により行う国勢調査（以下単に「国勢調査」という。）に関しては，この政令の定

めるところによる。 

（定義） 

第二条 この政令において「住居」とは，同一の場所に継続的に起居した期間及び継続

的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所

をいい，三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし，次の各

号に掲げる者については，それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校，同法第百二

十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学

している者で，通学のために寄宿舎，下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊し

ているもの その宿泊している施設 

二 病院又は診療所に引き続き三月以上入院し，又は入所している者 その病院又は

診療所 

三 船舶（自衛隊の使用する船舶を除く。）に乗り組んでいる者で，陸上に生活の本

拠を有するもの その生活の本拠 

四 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者 その営舎又は当該船舶が

籍を置く地方総監部（基地隊に配属されている船舶については，その基地隊本部）

の所在する場所 

五 刑務所，少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び

受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者 その刑務所，少年刑務所，拘置所，

少年院又は婦人補導院 

２ この政令において「世帯」とは，住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して

住居を維持する単身者をいう。 

３ 前項の世帯と住居を共にし，独立して生計を営む単身者で，その世帯の家事又は営

業のために使用されるものは，同項の世帯を構成する者とみなす。 

４ 第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは，同項の世帯とみなす。 

一 第二項の世帯と住居を共にし，独立して生計を営む単身者 

二 ホテル，旅館，簡易宿泊所，下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業

員のための宿舎に住居のある単身者 
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 三 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり 

 四 前三号に該当しない単身者 

５ この政令において「世帯員」とは，世帯を構成する各人をいう。 

６ この政令において「世帯主」とは，世帯（第四項第三号の規定による世帯を除く。）

を主宰する世帯員をいう。 

７ この政令において「世帯の代表者」とは，第四項第三号の規定による世帯を代表す

る世帯員をいう。 

 

（調査時） 

第三条 国勢調査は，これを実施する年の十月一日午前零時（以下「調査時」という。）

現在によつて行う。 

 

（調査の対象） 

第四条 国勢調査については，法第五条第一項に規定する政令で定める者は，次に掲げ

る者とする。 

一 調査時において本邦（総務省令で定める島を除く。以下同じ。）にある者で，本

邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの 

二 本邦に生活の本拠を有する者（前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある

者（船舶に乗り組んでいる者を除く。）で本邦外にある期間が引き続き三月以上に

わたることとなるものを除く。） 

三 本邦の港を発し，途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶（調

査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に

限る。）に乗り組んでいる者（前二号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する

者を除く。） 

２ 次に掲げる者は，前項に規定する者に含まれないものとする。 

一 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又

は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であつて，日本国民で

ないもの（以下「外交官等」という。），外交官等と同一の世帯に属する家族の構

成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの 

二 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でな

いもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員（前号に掲げる者を除く。） 

 

（調査事項等） 

第五条 国勢調査は，調査票により，次に掲げる事項（法第五条第二項ただし書の規定

により行う国勢調査にあつては，第一号ト，チ，リ及びヨに掲げる事項を除く。）を

調査する。 

一 世帯員に関する事項 
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  イ 氏名 

ロ 男女の別 

ハ 出生の年月 

ニ 世帯主との続柄 

ホ 配偶の関係 

  ヘ 国籍 

ト 現在の住居における居住期間 

チ 五年前の住居の所在地 

リ 在学，卒業等教育の状況 

ヌ 就業状態 

ル 所属の事業所の名称及び事業の種類 

ヲ 仕事の種類 

ワ 従業上の地位 

カ 従業地又は通学地 

ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段 

二 世帯に関する事項 

イ 世帯の種類 

ロ 世帯員の数 

ハ 住居の種類 

ニ 住宅の床面積 

ホ 住宅の建て方 

２ 前項の調査票の様式は，総務省令で定める。 

（国勢調査指導員及び国勢調査員） 

第六条 国勢調査の事務に従事させるため，法第十四条に規定する統計調査員として，

国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。 

２ 国勢調査指導員及び国勢調査員は，総務大臣が任命する。 

３ 国勢調査員の担当地域は，市町村長が指定した第八条の規定による調査区の区域と

する。 

４ 国勢調査指導員は，市町村長の調査実施上の指導を受けて，国勢調査員に対する指

導，調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。 

５ 国勢調査員は，市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて，

その担当地域内にある世帯に係る調査票その他の調査関係書類の作成その他これに附

帯する事務を行う。 

６ 特別の事情により，国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは，

市町村長の定めるところにより，国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。 
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（国勢調査指導員証及び国勢調査員証） 

第七条 市町村長は，国勢調査指導員及び国勢調査員に対し，それぞれ総務省統計局長

の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。 

２ 国勢調査指導員及び国勢調査員は，その事務を行うときは，前項の国勢調査指導員 

証又は国勢調査員証を携帯し，必要に応じてこれを提示しなければならない。 

３ 第一項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は，総務省令で定める。 

（調査区の設定及び修正） 

第八条 市町村長は，国勢調査を実施する年の前年の十月一日現在により，総務省令で

定める基準により当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。 

２ 市町村長は，前項の規定により設定した調査区について，調査時までに市町村の境

界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の

修正を要すると認める場合には，速やかにこれを修正するものとする。 

３ 前二項に規定するもののほか，調査区の設定及び修正に関し必要な事項は，総務省

令で定める。 

（調査の方法） 

第九条 国勢調査は，総務省令で定める期間内において，次に掲げる方法のいずれかに

より行う。 

一 国勢調査員又は第六条第六項の規定に基づき同条第五項の事務の一部を行う国勢

調査指導員（以下「国勢調査員等」という。）が調査票を世帯ごとに配布し，及び

取集すること。 

二 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し，及び市町村長が直接世帯から当該調

査票の提出を受けること。 

２ 世帯員の不在等の事由により前項に規定する方法による調査を行うことができない

ときは，国勢調査員等が同項の期間内において第五条第一項第一号イ及びロ並びに同

項第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し，これに基づいて調査

票に記入することにより国勢調査を行うことができる。 

（報告の義務及び方法） 

第十条 国勢調査に当たつては，当該国勢調査において調査すべき第五条第一項各号に

掲げる事項のうち，同項第一号に掲げる事項については世帯員が，同項第二号に掲げ

る事項については世帯主又は世帯の代表者がそれぞれ報告しなければならない。 

２ 世帯主，世帯の代表者又はこれらに準ずる者は，前項の規定により報告すべき者に

代わつて当該報告を行うことができる。 

３ 前二項の規定による報告は，調査票に記入し，当該調査票の取集に応じ，又は当該

調査票を直接市町村長に提出し，及び国勢調査員等の質問に答えることにより行うも
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のとする。 

（未調査等の場合の措置） 

第十一条 第四条に規定する者（以下「調査対象者」という。）について，第九条第一

項の規定による調査が行われなかつたとき又は同条の規定による調査が重複して行わ

れたときは，当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主，世帯の代表者又はこれら

に準ずる者は，その旨を総務省令で定める期限までに，関係市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により調査が行われなかつた旨の届出があつた場合には，関係市町村長

は，当該届出に係る調査対象者について，総務省令で定める期限までに，第九条に規

定する方法による調査を国勢調査員等に行わせなければならない。 

（調査票等の提出等） 

第十二条 国勢調査員等は，市町村長に対し，その定める期限までに，当該国勢調査員

等が取集し，又は第九条第二項の規定により記入した調査票その他の調査関係書類を

提出しなければならない。 

２ 市町村長は，その定める期限までに，前項の規定により市町村長に提出された調査

票その他の調査関係書類及び第十条第三項の規定により直接市町村長に提出された調

査票の検査を国勢調査指導員に行わせなければならない。 

３ 市町村長は，前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し，必要な

事項を記入するとともに，都道府県知事に対し，その定める期限までに，当該調査票

その他の調査関係書類を送付しなければならない。 

４ 都道府県知事は，前項の規定により市町村長から送付された調査票を二次的に審査

するとともに，総務大臣に対し，その定める期限までに，当該調査票その他の調査関

係書類を提出しなければならない。 

 （立入り及び質問） 

第十三条 法第十五条第一項の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち，第

五条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロに掲げる事項について，その職員に，

必要な場所に立ち入り，関係者に質問させる権限に属するものは，前条第三項の規定

による審査及び記入を行うに当たり，市町村長が行うこととする。 

２ 市町村の職員は，前項の規定に基づき法第十五条第一項の規定により必要な場所に

立ち入り，関係者に質問をするに当たつては，関係者の生活又は業務の平穏に支障を

及ぼさないように配慮しなければならない。 

３ 第一項の場合においては，法中同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規

定は，市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。 
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（結果の公表等） 

第十四条 総務大臣は，調査票の審査及び集計を行い，その結果を速やかに公表するも

のとする。 

（連絡等に関する事務） 

第十五条 都道府県知事は，第十二条第三項又は第四項の規定によるもののほか，当該 

都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち，次に掲げる事務を行うこと

とする。 

一 総務大臣，他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 

二 市町村長に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関す

る事務 

三 国勢調査の広報に関する事務 

四 市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 

五 総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関

する事務 

六 第十二条第三項若しくは第四項の規定による事務又は前各号に掲げる事務に関す

る書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他同条

第三項若しくは第四項の規定による事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務 

２ 市町村長は，第六条第三項から第六項まで，第七条第一項，第八条第一項若しくは 

第二項，第九条第一項第二号，第十条第三項，第十一条，第十二条第一項から第三項

まで又は第十三条第一項の規定によるもののほか，当該市町村の区域内における国勢

調査に関する事務のうち，次に掲げる事務を行うこととする。 

一 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務 

二 国勢調査指導員及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務 

三 国勢調査指導員及び国勢調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 

四 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 

五 国勢調査指導員及び国勢調査員に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必

要な物品の送付に関する事務 

六 国勢調査の広報に関する事務 

七 都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告 

に関する事務 

八 第六条第三項から第六項まで，第七条第一項，第八条第一項若しくは第二項，第

九条第一項第二号，第十条第三項，第十一条，第十二条第一項から第三項まで若し

くは第十三条第一項の規定による事務又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成

及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他第六条第三項から

第六項まで，第七条第一項，第八条第一項若しくは第二項，第九条第一項第二号，

第十条第三項，第十一条，第十二条第一項から第三項まで若しくは第十三条第一項
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の規定による事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務 

 

（事務の区分） 

第十六条 第十二条第三項及び第四項並びに前条第一項の規定により都道府県が行うこ

ととされている事務は，地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第

一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

２ 第六条第三項から第六項まで，第七条第一項，第八条第一項及び第二項，第九条第

一項第二号，第十条第三項，第十一条，第十二条第一項から第三項まで，第十三条第

一項並びに前条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務は，地方自治

法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

 

附則 （平成二二年四月一日政令第九二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この政令は，公布の日から施行する。 
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（3） 国勢調査施行規則（昭和55年総理府令第21号） 

統計法（昭和二十二年法律第十八号）第三条第二項並びに国勢調査令（昭和五十五年政

令第九十八号）第四条第一項，第五条第二項，第八条第三項，第九条第一項及び第十一

条の規定に基づき，並びに同令第十五条を実施するため，国勢調査施行規則を次のよう

に定める。 

（総務省令で定める島） 

第一条 国勢調査令（以下「令」という。）第四条第一項第一号の総務省令で定める島

は，次のとおりとする。 

一 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令（昭

和三十四年政令第三十三号）に規定する北方地域にある歯舞群島，色丹島，国後島

及び択捉島 

二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 

（調査票の様式） 

第二条 令第五条第二項の総務省令で定める調査票の様式は，別記様式第一号とする。 

（国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式） 

第三条 令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式

は，それぞれ別記様式第二号又は別記様式第三号とする。 

（調査を行う期間） 

第四条 令第九条第一項の総務省令で定める期間は，国勢調査を実施する年（以下「実

施年」という。）の九月二十三日から翌月二十四日までとする。 

（未調査等の場合の届出の期限） 

第五条  令第十一条第一項の総務省令で定める期限は，実施年の十月二十五日とする。 

（未調査の場合の調査を行う期限） 

第六条 令第十一条第二項 の総務省令で定める期限は，実施年の十月二十六日とする。 

（期間等の変更） 

第七条 市町村長は，天災事変その他避けることのできない事故のため，第四条の期間

又は前二条の期限（以下「期間等」という。）により難いときは，直ちに，その旨を

都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の規定による報告があつた場合には，直ちに，その旨を総務
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大臣に報告しなければならない。 

３ 総務大臣は，前項の規定による報告があつた場合には，地域を限り，期間等を別に

定め，又は延長することができる。 

４ 総務大臣は，前項の規定により期間等を別に定め，又は延長したときは，その旨を

告示するものとする。 

（調査票等の保存） 

第八条 総務省統計局長は，調査票を三年間，調査票の内容（令第五条第一項第一号イ

に掲げる事項に係る部分を除く。）が転写されている電磁的記録（電子的方式，磁気

的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは

電磁的記録を永年保存するものとする。 

（調査方法についての基礎調査） 

第九条 令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関

する事務は，次のとおりとする。 

一 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法，集計方法，調査票の様式

等を調査研究するための調査の執行 

二 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行 

附則 （平成二二年四月一日総務省令第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は，公布の日から施行する。 

（別記様式  略） 
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（4） 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令（昭和59年総理府令第24号） 

 

（調査区の設定の基準） 

第一条 国勢調査令（以下「令」という。）第八条第一項の規定による調査区の設定は，

市町村の区域を一般調査区，特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うも

のとする。 

２ 一般調査区は，総務大臣の定める方法により，次項各号及び第四項各号に掲げる区

域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分

して設定するものとする。 

３ 特別調査区は，総務大臣の定める方法により，次に掲げる区域を区分して設定する

ものとする。 

一 相当規模の山林，原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの 

二 工場，教育文化施設，交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模

のものの存する区域 

三 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第二項に規定する救護

施設及び同条第三項に規定する更生施設，病院（おおむね患者二百人以上の収容施

設を有するものに限る。），刑務所，自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存

する区域 

四 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎，寮等の存する区域 

４ 水面調査区は，総務大臣の定める方法により，次に掲げる区域を区分して設定する

ものとする。 

一 港湾法（昭和25年法律第218号）第二条第二項に規定する重要港湾の同条第三項に

規定する港湾区域 

二 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁

港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号）第二条に規定する漁港の水域（前号

の重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除い

た水域）で居住者の存するもの 

三 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの（前二号に該当する

ものを除く。） 

 

（指定都市における調査区の設定） 

第二条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）における調査区の設定は，当該指定都市の区の

区域を区分して，前条に規定する基準により行うものとする。 
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（調査区の修正の事由） 

第三条 令第八条第二項の総務省令で定める事由は，次に掲げるものとする。 

一 指定都市の区の区域の変更 

二 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少 

三 災害の発生，都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変

更 

四 第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設等の設置，除却又は用途の変更 

五 第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の

水域の変更 

（調査区地図等の作成及び提出） 

第四条 市町村長は，令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは，調査区地

図，調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し，都道府県知事に対しその定める

期限までに提出しなければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の規定により提出された調査区地図，調査区一覧表その他の

調査区関係書類を審査し，総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければなら

ない。 

３ 前二項の規定は，令第八条第二項の規定により調査区を修正した場合について準用

する。この場合において，これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは，「速

やかに」と読み替えるものとする。 

附 則 （平成二二年四月一日総務省令第四二号） 

この省令は，公布の日から施行する。 
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